
 

 

 

 

 

 

 

 

「営業再開支援補助金」の公募期間の延長について 

 

 

 

当補助金について、これまでに２０５件（４１７，２６８千円）の交付決定を行いま

したが、公募期間について、令和７年３月２８日（金）（７次締切）まで延長しました

のでお知らせします。 

 

 

 

 

【参 考】営業再開支援補助金の概要 

令和６年能登半島地震の被害を受けた事業者（半壊以上）が行う、営業再開に必要

な仮施設等の整備費を支援 

公募期間：（１次）6月 21日～7月 19日（8/21交付決定 26件・52,266千円） 

        （２次）7月 20日～8月 23日（9/20交付決定 59件・123,521千円） 

        （３次）8月 24日～9月 27日（10/25交付決定 86件・172,658千円） 

       （４次）9月 28日～11月 1日（11/22交付決定 34件・68,823千円） 

       （５次）11月 2日～12月 13日（申請 127件・審査中） 

       （６次）1月 6日～2月 7日  ※今回、延長を決定 

       （７次）2月 8日～3月 28日  ※今回、延長を決定 

補助上限：最大３００万円 

補 助 率：小規模事業者２／３、中小企業１／２ 
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